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1　はじめに

文部科学省が設置した特別支援教育を担う
教師の養成の在り方等に関する検討会議におい
て、令和 4 年 3 月 31 日に「特別支援教育を担う
教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」

（以下「報告」とする。）［1］が取りまとめられた。
報告では、特別支援教育を担う教師の専門性の
向上のための養成・採用・研修等に関して、教
育委員会や学校、大学等において取り組むべき
内容の方向性が示されているが、特別支援教育
に関わる教師の現状と課題として、次のことが
挙げられている。
① 特別支援教育の「個別最適な学び」と「協同

的な学び」に関する知見や経験は、障害の有
無にかかわらず、教育全体の質の向上に寄与
することから、特別支援教育の専門性を担保
しつつ、特別支援教育に携わる教師を増やし
ていくことが必要であること。

② 特別支援教育を必要とする児童生徒数が増
えている一方で、小学校で 70.6%、中学校で
75.4% の校長が、特別支援教育に携わる経験
が無いことから、多くの学校で特別支援学級
等で教職経験の無い校長が特別支援教育を含
む学校経営を実施していること。

③ 小学校等の特別支援学級の臨時的任用教員の
割合は、学級担任全体における臨時的任用教
員の割合の倍以上であることから、特別支援
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教育に関わる教師が、他の教師と比べて、長
期的視野にたって計画的に育成・配置されて
いるとは言いがたい状況であること。
また、教員の特別支援教育に関する意識につい

て、秋山（2004）は、特別支援教育対象児童生徒
の指導経験のある教員と指導経験のない教員の
指導に対する負担感について調査し、特別支援教
育対象児童生徒への指導では、傍でみて感じる負
担よりも実際の指導では別のところに負担があ
るとし、教員間でそれぞれの意識のズレがあるこ
とを自覚すること、管理職もそのズレについて理
解することが必要であるとしている。［2］

相磯・都築（2009）は、通常の学級担任の特
別支援教育への意識に関する調査で、特別支援
学級、通級指導教室を担任（担当）した経験の
ある教師は、気になる子どもの実態を見極め、
適切な学習方法を選択できていることや、気に
なる子どもを担当した経験のある教師の方が、
自分の担当に関わらず校内の気になる子どもに
積極的に関わろうとする姿勢が見られるとして
いる。［3］

髙梨・石川（2021）は、通常学級での特別支
援教育に対する教員の意識に関する調査で、子
どもたちのつながりだけでなく教員同士が意識
の面からも実践においてもつながっていくこと
が望まれるとし、教員同士の内省や気づきにつ
ながる場づくりについて模索していくことが今
後の課題であるとしている。［4］

これらの研究から、特別支援教育に関する経
験がその後の個々の教員の意識や実践に影響を
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与えていることは明らかで、校長はそのことを
踏まえて個々の教員の専門性の向上や校内の特
別支援教育を推進しなければならない。

実際の学校現場では、報告にあるように、特
別支援教育を必要とする児童生徒が増加し、多
くの学校がその対応に苦慮している現状があ
る。筆者も、校長として担任ともコミュニケー
ションを図り指導について共通理解をしなが
ら、特別支援学級在籍の児童生徒とは積極的に
関わるようにした。特に中学校では、暴力行為
や暴言、授業エスケープ等生徒指導上の課題を
もつ生徒もいて、保護者との懇談や関係機関を
交えてのケース会議等、個別の対応に追われる
ことも多かった。また、特別支援学級在籍の生
徒のことだけでなく、通常学級にも特別支援教
育を必要とする生徒も多数いることから、特別
支援教育を学校経営上の重点課題として位置づ
け、今後を見据えて全ての教員が特別支援教育
に関する意識を高めることに取り組んだ。さら
に、人材育成の視点からも特別支援学級の担任
を経験させることが教師としての資質向上につ
ながると確信し、力量のある若手教員を特別支
援学級の担任にしてきた。

筆者だけでなく、特別支援教育を必要とす
る児童生徒の対応が学校の重要課題となってお
り、学校経営を進める上でも大きなウエートを
占めていると感じている校長は少なくないと思
われる。目の前にいる子どもへの日々の実践は
もちろん、担任や校務分掌、個々の教員の資質
向上についても考えながら、学校全体の特別支
援教育を推進していかなければならない。

そのような学校現場の現状で、報告で示され
た今後の具体的な方向性についてどこまででき
るのか、課題克服のために学校でどのようなこ
とができるのか、その方法について検討が必要
であると考えた。

そこで、本研究では、以下の作業を行う。第
一に、事例自治体の校長対象調査を基に、特別
支援教育や関連する教師の専門性向上への課題
意識を確認する。第二に、その結果と筆者自身
の管理職としての経営実践をもとに、課題克服
の方法を検討する。

2　調査の方法

（1）調査の目的
特別支援教育に関わる教師を取り巻く現状

はどうであるのか調査し、報告で示された今後
の具体的な方向性についてどこまでできるの
か、特に「任命権者及び校長は、全ての新規採用
教員がおおむね 10 年目までの期間内において、
特別支援学級の教師や、特別支援学校の教師を
複数年経験することとなる状態を目指し、人事
上の措置を講ずるよう努めること。」について、
実現の可能性や課題について明らかにする。
（2）対象と時期

S 県 H 市の校長 24 名（小学校 17 名、中学校
7 名）を対象に質問紙を送付した。令和 4 年 7 月
27 日から 8 月 12 日の期間で回答を依頼し、24
名全員から回答を得ることができた。
（3）調査の項目
【特別支援学級に関することについて】
①特別支援学級数及び在籍児童生徒数
② 担任について（教諭か臨時講師か、教職経験

年数、特別支援学級担任通算経験年数、特別
支援学校教諭免許状所有の有無）

③ 今後の特別支援学級数及び在籍児童生徒数の
見通し

【管理職の特別支援教育に関する経験について】
① 特別支援学級の担任及び特別支援教育コー

ディネーターの経験の有無
【特別支援教育に関する研修について】
① 学校全体で実施した令和 3 年度の特別支援教

育に関する研修の回数
② 学校全体で実施を予定している令和 4 年度の

特別支援教育に関する研修の回数
③ （独）国立特別支援教育総合研究所（特総研）

の学習コンテンツについて
④ 特別支援教育に関する研修で工夫しているこ

とや課題等について（自由記述）
【教師の専門性の向上に関することについて】
① 報告で示された教師の専門性の向上のための

具体的方向性にある「任命権者及び校長は、
全ての新規採用教員がおおむね 10 年目まで
の期間内において、特別支援学級の教師や、
特別支援学校の教師を複数年経験することと
なる状態を目指し、人事上の措置を講ずるよ
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う努めること。合わせて、採用から 10 年以上
経過した教師についても、特別支援教育に関す
る経験を組み込むよう努めること。」について

　・ 校長としてのこの方向性に対する考え及び
自分の学校での実施について

　・ 実施する場合、課題となることや校長とし
ての要望等（自由記述）

3　調査の結果

【特別支援学級に関することについて】
① 特別支援学級数及び在籍児童生徒数（各年度

5 月 1 日現在）
表1～3および図1～2のように、H市小学校の

特別支援学級数は、平成30年度と令和4年度を比
較すると、学級数は20 学級増（56 → 76）、市全体の
学級数に占める割合は6.0%増加（20.1%→26.1%）、
中学校についても、平成 30 年度と令和 4 年度を比
較すると、学級数は 2 学級増（27 → 29）、市全体の
学級数に占める割合は1.5% 増加（22.3% → 23.8%）
している。小中学校合わせると、平成 30 年度と
令和 4 年度を比較すると、学級数は 22 学級増

（83 → 105）、市全体の学級数に占める割合は 4.6%
増加（20.8% → 25.4%）している。

H 市小学校の特別支援学級在籍児童数は、平
成 30 年度と令和 4 年度を比較すると、児童数
は 111 名増（245 → 356）、市全体の児童数に占
める割合も 1.9% 増加（3.9% → 5.8%）、中学校に
ついても、平成 30 年度と令和 4 年度を比較す
ると、生徒数は 33 名増（98 → 131）、市全体の
生徒数に占める割合は 1.0% 増加（3.3% → 4.3%）
している。小中学校合わせると、平成 30 年度と
令和 4 年度を比較すると、児童生徒数は 144 名
増（343 → 487）、市全体の児童生徒数に占める
割合は 1.7% 増加（3.6% → 5.3%）している。
②特別支援学級の担任について

令和 4 年度の H 市小学校特別支援学級担任
は、教諭 47 名臨時講師 29 名で、特別支援学級担
任に対する臨時講師の割合は 38.2％（図 3）、中学
校については、教諭 26 名臨時講師 3 名で、特別
支援学級担任に対する臨時講師の割合は 10.3%

（図 4）である。小中学校合わせると、教諭 73 名
臨時講師 32 名で、特別支援学級担任に対する臨
時講師の割合は 30.5％（図 5）である。報告で

は、特別支援学級の臨時的任用教員の割合は小
学校 23.69%、中学校 23.95% であり、H 市では、
小学校においてこれを大きく上回っている。

表1　H市小学校

表2　H市中学校

表3　H市小中合計
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図1　H市の特別支援学級数の推移
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図2　H市の特別支援学級在籍児童生徒数の推移
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61.8%
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図3　令和4年度H市小学校特別支援学級担任

89.7%
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図4　令和4年度H市中学校特別支援学級担任
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図5　令和4年度H市小中学校特別支援学級担任

令和4年度のH市小中学校特別支援学級担任
の教職経験年数について、表 4 から 6 および図
6 から 8 に示した。

H 市の小中学校における特別支援学級担任の
教職経験年数の特徴として、小中学校とも教職
経験6年目から15年目までの教諭が占める割合
が小学校で 46.8%、中学校で 34.6%、小中学校合
わせて 42.5% と多くなっている。

また、教職経験年数が 31 年以上の教員が多い
ことも特徴として挙げられる。小学校では臨時
講師の担任 29 名中 12 名（41.4%）、中学校では教
諭の担任 26 名中 10 名（38.5%）となっている。

なお、10 年目までの教諭が占める割合は小学
校で 34.0%、中学校で 19.2%、小中学校合わせて
28.8% となっている。

表4　令和4年度H市小学校特別支援学級担任の教職経験年数

表5　令和4年度H市中学校特別支援学級担任の教職経験年数

表6　令和4年度H市小中学校特別支援学級担任の教職経験
年数
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図6　令和4年度H市小学校特別支援学級担任の教職経験年数
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図7　令和4年度 H市中学校特別支援学級担任の教職経験年数
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図8　令和4年度H市小中学校特別支援学級担任の教職経験
年数
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令和4年度のH市小中学校特別支援学級担任
の特別支援学級担任通算経験年数について、表
7 から 9 および図 9 から 11 に示した。

小中学校どちらも 1 年から 5 年の教員の割合
が小学校 81.6%、中学校 58.6% と最も多かった。

表7　令和4年度H市小学校特別支援学級
担任通算経験年数

表8　令和4年度H市中学校特別支援学級担任通算
経験年数

表9　令和4年度H市小中学校特別支援学級担任通算経験年数
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図9　令和4年度H市小学校特別支援学級担任の特別支援学級
担任通算経験年数
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図10　令和4年度H市小学校特別支援学級担任の特別支援
学級担任通算経験年数

特に、表 10 から 12 および図 12 から 14 に示
したように、特別支援学級担任通算経験年数が
3 年以下の教員が半分以上（小学校 61.8%、中学
校 51.7％）を占めている。
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図11　令和4年度H市小中学校特別支援学級担の特別支援
学級担任通算経験年数

表10　令和4年度H市小学校特別支援学級担任通算経験年数
（1年から5年）

表11　令和4年度H市中学校特別支援学級担任通算経験年数
（1年から5年）

表12　令和4年度H市小中学校特別支援学級担任通算経験
年数（1年から5年）
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図12　令和4年度H市小学校特別支援学級担任の特別支援
学級担任通算経験年数（1年から5年）
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図13　令和4年度H市中学校特別支援学級担任の特別支援
学級担任通算経験年数（1年から5年）
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図14　令和4年度H市小中学校特別支援学級担任の特別支
援学級担任通算経験年数（1年から5年）

令和4年度H市の特別支援学級担任のうち特
別支援学校教諭免許状を保有している教員は小
学校で教諭 23 名（48.9%）臨時講師 6 名（20.7％）
計 29 名（38.2%）、中学校で教諭 10 名（38.5%）
臨時講師 0 名計 10 名（34.5%）、小中学校合計は
教諭 33 名（45.2%）臨時講師 6 名（18.8%）計 39
名（37.15）であった（図 15）。
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図15　令和4年度H市特別支援学級担任の特別支援学校教諭
免許状保有状況

③ 今後の特別支援学級数及び在籍児童生徒数の
見通し
H 市の次年度の特別支援学級数及び在籍児童

生徒数の見通しは、調査の時点では、小学校の
学級数は 1 学級減、児童数は 12 名増、中学校は
2 学級増、生徒数は 18 名増である。

【管理職の特別支援教育に関する経験について】
H 市の小中学校の管理職は、校長 24 名（小学

校 17 名中学校 7 名）教頭 26 名（小学校 17 名中
学校 9 名）である。このうち特別支援学級担任
経験の無い校長は小学校 14 名（82.4%）中学校
7 名（100%）小中学校合わせて 21 名（87.5%）、
特別支援教育コーディネーター経験の無い校長
は小学校 14 名（82.4%）中学校 5 名（71.4%）小
中学校合わせて 19 名（79.2%）であった。

また、特別支援学級担任経験の無い教頭は
小学校 13 名（76.5%）中学校 8 名（88.9%）小
中学校合わせて 21 名（80.8%）、特別支援教育
コーディネーター経験の無い教頭は小学校 13
名（76.5%）中学校 9 名（100%）小中学校合わ
せて 22 名（84.6%）であった。

【特別支援教育に関する研修について】
学校全体で実施する特別支援教育に関する研修

については、令和3 年度・令和 4 年度とも年間2回
という回答が最も多かった（図16、17）。令和 4 年
度に令和 3 年度より増加した学校は、小学校 2 校
中学校 1 校、減少した学校は小学校 1 校であった。
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図16　H市小中学校の特別支援教育に関する研修の回数（令和
3年度）
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図17　H市小中学校の特別支援教育に関する研修の回数（令
和4年度）

（独）国立特別支援教育総合研究所（特総研）
の「NISE 学びラボ（特別支援教育ｅラーニン
グ）」やその他学習コンテンツについて、「知っ
ている」と回答した校長は 9 名（37.5%）、その
うち「活用したことがある」と回答した校長は
2 名（22.2%、全体の 8.3%）であった（図 18）。
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37.5%

62.5%

図18　H市小中学校校長の特総研の学習コンテンツ
認知度

特別支援教育に関する研修で工夫している
ことや課題等について、自由記述から一部抜粋
したものを記載する。

・大変よく勉強されている保護者の方も
いらっしゃいますので、教師側も幅広く特
別支援教育について研修していかなけれ
ばならないと感じました。
・校内では、通常学級担任と支援学級担任
の交換授業を行うなど、児童と直接かかわ
り、特別支援教育の在り方について考える
研修の場を設けている。理論等を学ぶ研修
も大切だが、子どもを通した実地研修が大
切だと思います。
・自校の子どもたちに関することの校内共
有だけでなく、特別支援教育で大切にしな
ければならないことを外部講師を招へいす
るなどして研修できるようにしている。
・年に1度は特別支援学級の授業公開を行
い、それをもとに全職員で研修している。
・特別な支援を要する児童が増えていま
す。特別支援学級はもちろんのこと通常学
級においても、各担任が、特別支援教育を
学ぶ必要性を感じる。本校では、特別支援
教育を推進するために、特別支援教育コー
ディネーターおよび特別支援学級の担任を
中心に、特別支援教育の専門知識を発信す
る他、就学指導員会や子どもを語る会、児
童の情報共有会議を開催し、具体的な事例
をもとに、児童対応、関連機関との連携な
どを、オン・ザ・ジョブで、実施している。
・本校では担任や教科担任、所属学年教員
に対して通級指導教室を担当している教
員による OJT 的な研修が随時行われてお

り、よい研修の場となっている。今後も指
導できる教員の有無にかかわらず具体的
なケースを題材にして研修を進めていき
たい。
・「子どもを語る会」として、特別な支援
を要する児童について、個々に様子や支援
内容を共有する時間をもつ。
・特別支援教育推進委員会を開催し、各学
級における特別な支援を要する児童につ
いて学級担任を交えて交流し、指導・支援
の方策を検討の上、学期末保護者懇談会で
保護者と連携している。

【教師の専門性の向上に関することについて】
① 報告で示された教師の専門性の向上のための

具体的方向性について
この方向性に対して、賛成 8 名（小学校 4 名、

中学校 4 名）、どちらかと言えば賛成 14 名（小
学校 12 名、中学校 2 名）、どちらかと言えば反
対 2 名（小学校 1 名中学校 1 名）、反対 0 名で
あった（図 19）。

この方向性について、自分の学校での実施に
ついて、実施できる 2 名（小学校 1 名、中学校
1 名）、どちらかと言えばできる 6 名（小学校 4
名、中学校 2 名）、どちらかと言えばできない
13 名（小学校 9 名、中学校 4 名）、実施できな
い 3 名（小学校 3 名）であった（図 20）。

33.3%

58.3%

8.3% 0.0%

図19　報告で示された具体的方向性に対するH市小中
学校校長の回答
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8.3%

25.0%

54.2%

12.5%

図20　報告で示された具体的方向性の実施に対する
H市小中学校校長の回答

実施する場合、課題となることや校長として
の要望等、自由記述から一部抜粋したものを記
載する。

【小学校】
・特別支援学級担任の経験は、教員の専門
性を高める意味からも重要と考える。
・この時期、次年度に向けて特支担任希望
の有無は把握できていないが、今後の特別
支援学級の増加や教員の指導力・資質向上
に向け、青年教員を積極的に特支級担任と
し、経験を積ませたい。
・通常学級の担任が、特別支援教育の経験
を積めば教員としての資質向上につなが
り、安定した学級経営に資することは理解
できますが、10 年までに通常学級での複数
学年担任を経験することも難しい状況か
ら、小学校ではもう少し年数が必要だと考
えます。
・特別支援学級が、少ない学級数しかな
い学校で、若手教員が急増している現状で
は、10 年以内に特別支援教育を複数年経験
するという「教師の」専門性の向上のため
の方策を実現するためには、担任を 2 年程
度ごとに次々と変えていくことが必要と
なる。また、支援学級担任が教職経験の少
ない若手ばかりになることも考えられる。
このことが「子どもたちのために」よいこ
ととは考えにくい。特別支援学級の子ども
たちは、教師との人間関係を築くまでに多
くの時間が必要な場合があり、2 年程度ご
とに担任がころころと変わっていくこと

がよいことなのか、議論を要する。一方
で、支援学級の担任が長期間固定化されて
しまうことには反対である。どれくらいの
サイクルで、担任を交代させていけばよい
のか、悩ましいことである。
・特別支援学級の児童・保護者からする
と、児童に特別な配慮が必要とされること
もあり、指導・支援の一貫性から、担任が
毎年のように変わるのではなく、一定の期
間継続させることも必要と考える。
・知的学級在籍児童が7名となり多人数の
ため、現実的にやはりベテランの教員を配
置してしまう状況である。
・特別な支援を要する子どもが増えてい
る中、すべての教員が特別支援学級を経験
し、特別支援教育に精通することは大変意
義深いと考える。しかし、小学校には、余
剰な人員はなく、通常学級の担任を輪番的
に特別支援学級の担任にすることは不可
能である。通常学級に、特別な支援を要す
る児童が多く混在し、経験年数の少ない若
手教員が増えている中、力量のある教員を
通常学級の担任から外す余裕がないから
である。また、教員の中には、多人数での
指導が十分でない者もおり、全教員が同じ
力量であるとする机上の空論では、学校
現場は回らない。働き方改革も含め、低・
中・高学年・特別支援学級に各一人ずつ、
副担任のような人員を配置してもらえる
と、様々な学校経営・運営が想定できる。
・全ての新規採用教員が 10 年以内に特別
支援学級の担任を複数年経験するという
のは、学校運営上難しいと思われます。例
えば、特別支援学級の授業を週に 1 ～数時
間程度受けもつ等、授業を通して特別支援
学級児童との関わりをもち学ぶという柔
軟なやり方の方が現実的だと思います。
・育休等の事故者も多く、補充の講師が見
つからない状況にある。「30 人もの担任は
できないが、少人数の特支学級なら担任業
務を頑張れそうだ。」と話す年間講師も多
く、そういった者の頑張りどころとして特
別支援学級担任の枠を確保したい思いも
ある。
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・本校のような小規模校は正教員の数も
少なく、学級担任の 3 分の 1 が、産育休補
充や欠員補充の年間臨時講師が担ってい
る。よって特別支援学級の担任も限られた
人員の中で決めなければない。
・教師の専門性向上の観点から言えば、
様々な経験をさせることの必要性は高い
と感じるが、新規採用から 10 年という期
間が決められていることに課題を感じる。
この方針も踏まえた人事配置となること
を期待する。新採～ 10 年で 2 市町以上の
経験という方針もあり、若手教員の負担や
ストレスが増大することを懸念する。特支
の担任が頻繁に替わることも考えられる
ため、児童および保護者に不安を感じさせ
ないようにする工夫が必要となる。上記の
ことを考えると、10 年以下の教員が初めて
特別支援学級担任となる場合には、相談し
やすく、指導やアドバイスができる教員の
配置や、学校および市町や県による研修体
制も構築できると良い。
・特別支援学級の担任等の経験は、教員と
してたいへん学ぶことの多い体験になる
と思います。しかしこの体制を進めていく
には特別支援学級に在籍する子どもたち
にきめ細かな対応や個々の児童に必要に
応じた教育ができるように、大学等での事
前の研修、特別支援学級での実習等が必要
であると思います。担任をしながらの研修
等ではより個に応じた教育が必要な子ど
もたちに、十分な教育ができるのか不安が
あります。
・大学での教員養成課程において、特別支
援教育に関する専門性を育てることがで
きるよう講義や演習等の内容を検討して
ほしい。
・若手教員の負担感や多忙感を軽減しつ
つ、特別支援教育の重要性を自覚しながら
主体的に学んでいける制度設計をお願い
したい。

【中学校】
・特別支援教育の体制にかかわって市町
間格差が大きく、支援員の数等はもちろん
のこと、コーディネーター育成の姿勢が全

く違っている。特に小学校での早期発見、
早期対応が胆であるが、課題の先送りが否
めない。市教委の指導性と専門性が喫緊の
課題だと感じている。
・特別支援教育の重要性等から趣旨は理
解できるが、各校の実情からすべての新規
採用 10 年目までの教員を対象とすること
は現実的に無理である。
・長い目で見ると特別支援教育の視点が
教員の資質向上に資するものであること
は理解できるが、学校の現状は産育休やメ
ンタルでの補充者（臨時講師）が多い中で
何とか1年間を回すことが精一杯の状況で
ある。通常学級も含め担任を確保すること
すら難しい中では厳しい条件である。
・特別支援教育を担う教員を養成するた
めに、全ての新規採用教員がおおむね10 年
目までの期間内に特支学級の担任すること
により、知識や経験をもつ教員と比べて生
徒や保護者から信頼を得られるか。また、
通常学級の担任を、臨時講師がする状況が
増えたり、50 代のベテラン教員がする状況
になったりと、教員の希望に添った校内人
事が難しくなる。10 年目までの教員には、
教員の特性によっても異なるが、通常学級
の担任をしながら、さらに力量を高めたり
学年全体を見る立場を経験させたりするな
ど、学級担任としての力量を高める時期で
ある。特別支援教育の重要性は理解できる
が、現場での養成より研修等で養成するこ
とを優先して取り組むべきと考える。
・まずは通常学級での経験を積み、学級経
営や教科指導に自信をつけたあと、特別支
援教育へと考えているが、3 年で異動とな
ると難しい面もある。
・生徒指導、保護者対応等で学校内の教員
で要となるものを想定し校内組織を考え
たとき特別支援教育を担う教員の養成を
第一優先で考えられない。
・採用段階において「特別支援教育」を専
門として教員を続ける枠を現在の採用枠と
別に設けることで、地域や市町単位で核とな
る教員を配属できると思う。現状の教員数の
枠で解決することは困難であると感じる。
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4　考察

（1）特別支援学級に関することについて
①特別支援学級数及び在籍児童生徒数について

報告の参考資料では令和 3 年度の小・中学校
等の特別支援学級在籍の児童生徒数が義務教育
段階の全児童生徒数に対する割合は 3.4% とあ
る。H 市小中学校の特別支援学級在籍児童生徒
数は、令和4年度5.3％でこれを上回っている。H
市全体の児童生徒数が減少傾向にあるにも関わ
らず、特別支援学級在籍児童生徒数は増加して
おり、併せて特別支援学級数も増加している。

また、次年度 H 市の特別支援学級数及び在籍
児童生徒数の見通しは、小学校については就学
前の子どもがどれくらい特別支援学級に在籍す
るかわからない面もあるが、中学校については
現在小学校で特別支援学級に在籍している児童
のほとんどが中学校に入学してくることが予想
される。小学校での特別支援学級在籍児童の現
状を考えると、今後中学校においては学級数、
在籍生徒数共に増加することは間違いない。こ
のことから、特に中学校では、数年先を見通し、
計画的に特別支援学級の担任の育成に取り組む
ことが必要になってくる。

筆者も校長として  H 市特別支援教育推進委
員会答申を参考にしながら保護者や児童生徒と
面談をしてきた。どの保護者も自分の子どもの
障害についてきちんと理解されており、特別支
援学級でのより充実した教育を望まれていた。
一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性を
認識するとともに、あらゆる他者を価値のある
存在として尊重し、多様な人々と協働しながら
様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切
り拓き、持続可能な社会の創り手となることが
できるようにすることが必要［5］とされている
今、子どもたち一人一人の教育的ニーズに応じ
た教育を推進することは学校の責務であり、特
別支援教育を重点とした学校経営の重要性が高
まっていることを校長は強く認識しなければな
らない。
②特別支援学級の担任について
○特別支援学級担任に対する臨時講師の割合

令和 4 年度の H 市では、特別支援学級担任に
ついて、小学校の臨時講師の割合は 38.2％、中学

校の臨時講師の割合は 10.3% で、小中学校合わ
せると、臨時講師の割合は 30.5％である。報告
では、特別支援学級の臨時的任用教員の割合は
小学校 23.69%、中学校 23.95% であり、特別支援
教育に関わる教師が、他の教師と比べて、長期
的な視野に立って計画的に育成・配置されてい
るとは言い難い現状にあると指摘している。H
市では、小学校では特別支援学級担任の臨時講
師の割合がこれを大きく上回っている。学校経
営上臨時講師を特別支援学級の担任にせざるを
得ない事情がある学校もあり、計画的な育成・
配置まで考えて担任を決めることができるよう
にするためには、教員配置定数や様々な人的資
源の活用等の改善充実が不可欠である。
○特別支援学級担任の教職経験年数

H 市の小中学校における特別支援学級担任の
教職経験年数の特徴として、小中学校とも教職
経験6年目から15年目までの教諭が占める割合
が多くなっている。このことは、若手の教員が
長期的な視野に立って計画的に育成・配置され
ていることを示唆するものとも言えるが、他の
事情からそうせざるを得ないケースもある。筆
者も、育児や介護など家庭状況を考慮し教員の
負担軽減のために特別支援学級の担任にしてき
たこともある。

また、教職経験年数が 31 年以上の教員が多い
ことも特徴として挙げられる。小学校では臨時
講師の担任 29 名中 12 名（41.4%）、中学校では
教諭の担任 26 名中 10 名（38.5%）となっている。
小学校の場合ほとんどの教員が学級担任をしな
ければならないが、臨時講師として任用される
場合通常学級の担任を敬遠し、担任を希望しな
いかもしくは特別支援学級の担任を希望する場
合が少なくない。中学校の場合は、学校規模に
もよるが教務主任や生徒指導主事、学年主任等
はある程度経験年数のある教員がすることが多
く、通常学級の担任は若手教員や中堅教員が多
くを占める。S 県全体の教員の年齢構成からも
教職経験 31 年以上の教員も多く、このような状
況から経験年数の多い教員が特別支援学級の担
任をするケースが増えているものと思われる。
○特別支援学級担任通算経験年数

H 市の小中学校の特別支援学級担任経験年数
については、小学校中学校どちらも 1 年から 5
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年の教員の割合が最も多かった。特別支援学級
在籍児童生徒の増加により学級数が増えている
ため、これまで特別支援学級担任の経験がない
教員も担任をせざるを得ない状況になっている
ことがうかがえる。このことは、H 市に限らず、
S 県総合教育センターの「特別支援学級新担任
研修」でも年々受講者が増えている（表 13）こ
とから S 県全体としても同様の状況であると推
察される。

※ 令和 2 年度から中核市の O 市は独自で研修を実施。
※ 特別支援学級新担任の全てが受講しているとは限らない。同じ学校で

複数の新担任がいる場合、校内事情等から全員は受講できないことが
ある。臨時講師が担任の場合受講しない場合もある。

表13　S県総合教育センター「特別支援学級新担任研修」
受講者数

H 市では特別支援学級担任通算経験年数が 3
年以下の教員が半分以上を占めており、これら
の教員も含めた特別支援教育に関する研修の充
実が喫緊の課題となる。

また、小学校は 16 年以上の教員がいないが
中学校では 4 名あった。中学校の場合積極的に
特別支援学級の担任を希望する教員はそう多く
はない。H 市の場合は人事異動においても、特
別支援学級の担任経験がある教員が異動した先
でも特別支援学級の担任をするというケースは
少なくない。校長には、このような特別支援学
級担任の経験豊富な教員を活かした校内研修や
OJT 等で他の教員の特別支援教育についての
専門性の向上の取組を工夫し実施することが求
められる。
○ 担任の特別支援学校教諭免許状所有の有無に

ついて
H 市の特別支援学級担任のうち特別支援

学校教諭免許状を保有している教員は小学校
38.2%、中学校 34.5% で、報告にある 31.1%（令
和 3 年度）をやや上回っている。報告にもある
ように、中央教育審議会答申「これからの学校
教育を担う教員の資質能力の向上について～学
び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築
に向けて～（平成 27 年 12 月）」［6］において、

「小中学校の特別支援学級担任の所持率も現状
の 2 倍程度を目標として、特別支援学校教諭免
許状の取得を進めることが期待される」として
いる。特別支援学校教諭免許状を保有している
教員が特別支援学級を担任することが望ましい
ことは言うまでもない。S 県の場合小中学校の
教員採用選考試験において特別支援学校教諭免
許状を有する者または取得見込みの者には加点
が実施されることもあり、今後は保有率の増加
も見込めると思われる。しかし、教員になって
からは、教員の働き方改革が喫緊の課題となっ
ている学校現場において、新たに特別支援学校
教諭免許状の取得を求めることは、かなり高い
意識と意欲がなければ非常に難しい。これらの
ことから、特別支援学校教諭免許状の取得につ
いては、教員の養成段階から何らかの手立てを
講じなければならない。

また、特別支援教育を必要とする児童生徒数
の増加に伴い、発達検査をする機会が増えてい
るが、H 市においては発達検査ができる者が少
なく、発達検査ができる教員の育成が喫緊の課
題となっている。このことは他の多くの市町で
も同様の状況にあり、県教育委員会や総合教育
センターでの研修、大学での講座等、県全体と
して取り組むべき課題となっている。
（2）管理職の特別支援教育に関する経験について

H 市の小中学校の管理職のうち特別支援学級
担任経験の無い校長は小中学校合わせて 21 名

（87.5%）、特別支援教育コーディネーター経験の
無い校長は小中学校合わせて 19 名（79.2%）で
あった。報告には、小学校で 70.6%、中学校で
75.4% の校長が特別支援教育に携わる経験が無
いとあり、H 市ではこれを上回る。しかし、H
市の現管理職の多くが教諭時代には通常学級の
担任として実績を積み、学年主任や教務主任、
生徒指導や教育相談等学校の中核となって学校
運営を支えてきている。現管理職を推薦した当
時の在籍校の校長とすれば、意図的に特別支援
学級の担任をさせようと思わない限り、学校経
営上校内組織を考える上で、これらの教員に特
別支援学級の担任をさせるということはあまり
選択肢に無かったものと考える。

報告では、多くの学校で特別支援学級等で
教職経験の無い校長が特別支援教育を含む学校
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経営を実施していることを指摘している。確か
に、特別支援学級担任や特別支援教育コーディ
ネーターの経験があるに越したことはないが、
これらの経験が無くても、学級担任や学年主任
として特別支援教育を必要とする児童生徒や保
護者と関わり、また、生徒指導主事（主任）や
教務主任等全校的な視野で特別支援教育を推進
する経験をすることで、特別支援教育に関する
ある程度の知識や経験は身につけられる。
「チームとしての学校」でも専門能力スタッ

フの活用が言われている［7］が、特別支援教育
に関する人材をどうマネジメントして学校経営
を進めていくかが重要であり、特別支援学級等
での教職経験の有無は校長の学校経営において
それほど重視しなくてもよいと考える。
（3）特別支援教育に関する研修について

学校全体で実施する研修については、特別支
援教育に関する研修だけでなく、人権研修や不
祥事防止研修等様々な研修を行わなければなら
ない。そのため 1 年間を見通して計画的に実施
しなければならないが、どの研修もまんべんな
く実施するとなると、特別支援教育に関する研
修も年間 2 回から 3 回となり、軽重をつけて意
図的に回数を増やしたり、研修の形態や内容を
工夫したりしなければ、一人一人の教員が特別
支援教育についての専門性を十分向上させるこ
とはできない。筆者は H 中学校校長時、特別支
援教育を校内研究のテーマとして設定し、年間
を通して個々の教員が特別支援教育に対する意
識を高めることに努めた。校長は学校経営を進
めるうえで、特別支援教育の重要性について校
長としての考えや思いを発信し、一人一人の教
員が特別支援教育についての意識を高めるよう
にしていくことが重要である。

H 市の学校では、学校全体の研修で特別支援
教育に関する理論や知識、具体的な指導等につ
いての研修を実施したり、特別支援学級の授業
公開や子どもを語る会等特別な支援を要する子
どもについて教員間で支援内容等を共有したり
する研修を実施している。また、令和 4 年度か
ら始まった副籍制度につい研修した学校もあっ
た。新たな制度等その時に課題となることにつ
いての研修も必要となるが、子どもの実態や保
護者の要望等、日々目の前にいる子どもにどの

ように対応していくのかという即実践につなが
る内容については、年間計画で実施する研修だ
けでなく、OJT 的に機会を捉えて少人数・短時
間で実施していくことが必要である。

また、（独）国立特別支援教育総合研究所（特
総研）の「NISE 学びラボ（特別支援教育ｅラー
ニング）」やその他学習コンテンツについては、
H 市小中学校校長では認知度が高いとは言えな
い。コロナ禍で教職員の研修の形態についても、
従来の集合型からオンデマンド型に移行してい
る。自分が学びたい時に自分のペースで学ぶこ
とができるこれらの学習コンテンツを有効に活
用して、一人一人の教員が特別支援教育につい
ての専門性を向上させることも必要である。

教員個々の特別支援教育についての専門性
を向上させるための研修については、学校ごと
に任せるのではなく、県教育委員会や市町教育
委員会、県総合教育センターでも学習コンテン
ツの活用も含め研修の機会の確保と充実を求め
たい。
（4）教師の専門性の向上に関することについて

報告に示されている具体的方向性について、
「賛成」「どちらかと言えば賛成」の肯定的な回
答は 22 名（91.7%）でほとんどの校長が趣旨は理
解し賛成している。しかし、実際に自分の学校で
実施するとなると、「できない」「どちらかと言
えばできない」の否定的な回答が 16 名（66.7％）
と、実施に対して困難さを感じている。

自由記述から、教員の特別支援教育について
の専門性の向上の必要性は感じており、報告の
具体的方向性について一定理解はしていること
がわかる。しかし、実際自分の学校で実施する
となった場合、いくつかの点で課題があるとし
ている。以下課題を 5 点に整理した。
① 限られた人員の中で、年齢構成や経験年数、

他の校務分掌等多くのことを考慮して学級担
任の決定をしなければならず、特に学級担任
以外の教員が少ない小中規模の学校では実施
が困難である。

② 定数内の臨時講師に加え、産育休補充の臨時
講師等、臨時講師の確保が困難な状況の中、
特別支援学級担任を条件に臨時講師として任
用されることを希望するケースがあり、教諭
を特別支援学級担任にできない場合もある。
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③ 子どもの実態に合わせた指導の継続性という
視点から、ある程度の年数を同じ教員が担任
をした方が良いケースもある。子どもや保護
者との信頼関係の構築・継続という点からも、
若い教員の専門性の向上を優先することで子
どもが犠牲になることがあってはならない。

④ 教員個々の資質能力や特別支援教育に対する
意欲、ライフステージの考え等を考慮して人
材育成をしようとすると、採用から 10 年目ま
でに特別支援学級担任をすることが必ずしも
その教員のためになるとは限らない。

⑤  S 県の場合、新規採用から 3 年で異動、10 年
までに 2 地域（市町）を経験するという人事
異動の基本方針がある。各市町の中だけでも
特別支援学級担任経験の有無を考慮した人事
異動すら難しいと思われるが、全県的な取組
とならなければ、この方向性の実施は難しい。
多くの校長がこれらの課題があると考えて

いる現状で、報告で示された教師の専門性の向
上のための具体的方向性にある「全ての新規採
用教員がおおむね 10 年目までの期間内におい
て、特別支援学級の教師や、特別支援学校の教師
を複数年経験することとなる状態を目指し、人
事上の措置を講ずるよう努める」については、

「特別支援学級の教師」ということを特別支援
学級担任と解釈すると、この方向性の実現はか
なり困難であると考える。

5　まとめ

「特別支援教育を担う教師の養成、採用、研
修等に係る方策について（通知）」（令和 4 年 3
月 31 日文部科学省）［8］では、共生社会の形成
に向けたインクルーシブ教育システム構築のた
めに学校教育が果たすべき役割や、特別支援教
育を受ける児童生徒のみならず、通常の学級に
おける障害のある児童生徒数の増加を踏まえ、
全ての教師が、特別支援教育に関する理解を深
め、専門性を持つことが重要となっている、ま
た、特別支援教育において蓄積されてきた「個
別最適な学び」と「協働的な学び」に関する知
見や経験は、障害の有無にかかわらず教育全体
の質の向上に寄与することが期待されていると
している。そして、 全ての新規採用職員が概ね

10 年以内に特別支援教育を複数年経験するこ
ととなるよう人事上の措置を講ずるよう努める
こと等、特別支援教育を担う教師の更なる資質
向上に一層取り組むことを求めている。

また、第 208 回国会において、 「教育公務員
特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法
律」（令和 4 年法律第 40 号。以下「改正法」と
いう。）［9］が成立し、令和 4 年 5 月 18 日に公布
された。新たな研修制度において、教員の資質
の向上に関する指導助言等は校長等が実施する
ことを想定している。つまり、校長は、任命権
者が作成した教員育成指標及び教員研修計画を
踏まえ、個々の教員の研修歴も考慮して資質向
上のための指導助言を行わなければならない。

そこで、S 県および H 市の特別支援教育に関
わる教師を取り巻く現状から、報告及び改正法
の趣旨を踏まえ今後の学校における教師の特別
支援教育に関する専門性の向上や研修の在り方
等について、校長としての学校経営をする視点
から述べる。
（1）研修について

学校における研修の場としては、年間計画に
基づく学校全体での研修と教員個々の主体的な
研修が考えられる。学校全体の研修では、特別
支援教育に関する研修だけでなく様々な研修を
行わなければならない。そのため教員一人一人
の特別支援教育についての専門性を向上させる
ためには、学校全体での研修に加えて、校長が
教員一人一人の特別支援教育についての考え方
や意欲、特別支援教育の経験や研修歴等を考慮
し、個々の教員の実態に合わせて特別支援教育
についての専門性を向上させる機会も設定する
よう努めなければならない。特別支援教育につ
いての専門性を向上させる機会としては、実際
に特別支援学級の子どもをはじめ特別支援教育
を必要とする子どもと接して実践の経験を積み
上げることと、教員個々の主体的な研修によっ
て専門性を向上させることが考えられる。

教員個々の主体的な研修によって専門性を
向上させることについては、教員の多忙化が大
きな問題となり働き方改革が求められている学
校現場において、さらに新たに学校全体で研修
の時間を確保することは困難である。そのため
日々目の前にいる子どもにどのように対応して



212 前　田　利　幸

いくのかという即実践につながる内容につい
て、特別支援学級担任の経験豊富な教員や管理
職も参加して OJT 的に機会を捉えて少人数・
短時間で実施していくことが必要である。その
際、校長が育てたい教員を意図的に参加させる
ことで、その教員の特別支援教育についての専
門性を向上させることが可能となる。また、様々
な学習コンテンツ等を有効に活用して、自分が
学びたい時に自分のペースで学ぶことができる
ような機会や体制づくりを進めることが必要で
ある。
（2）特別支援教育の経験について

特別支援教育の経験を積み上げるというこ
とについて、全ての教員が特別支援学級の担任
を経験することは現実的でない。しかし、学級
担任としてではなく授業担当者として実際に特
別支援学級の子どもの指導をすることは可能で
あり、中学校では障害種別によっては各教科の
教員が特別支援学級で授業を行っている。小学
校でも教科担任制や担任間の交換授業等特別支
援学級の担任以外の教員が授業をすることを積
極的に取り入れている学校もある。S 県では令
和 4 年度から小学校への専科教員の配置が増加
したこととも合わせ、通常学級の担任が特別支
援学級の授業を担当することも実施しやすい環
境が整いつつある。各学校での工夫で、個々の
教員の特別支援教育の経験を積み上げることは
十分可能である。
（3）特別支援学級の担任について

条件を整えることで人材育成の視点から計
画的に特別支援学級の担任を経験させることが
できれば積極的に進めるべきである。筆者自身
も 1 年間ではあるが特別支援学級の担任を経験
しており、その経験はその後の教員人生におい
ても自身の信念として大きな影響を与えてい
る。その経験もあり、H中学校校長時には若手教
員の育成の視点で積極的に若手教員を特別支援
学級の担任にしてきた。担任となった当初は戸
惑いもあり日々の生徒指導や保護者対応で悩み
苦しんだ若い教員が、様々な経験を積み上げ自
信をもち、校長面談で特別支援学級の担任の経
験が自分にとって大きな財産となったと言って
くれた時の喜びは筆者にとってとても大きいも
のであった。特別支援学級の担任までは無理で

あっても、若手教員を特別支援教育推進委員会
等のメンバーとして校内の特別支援教育の推進
に関わらせたり、OJT に特別支援教育に関する
ことを取り入れ若い教員を意図的に参加させた
りすることはどの学校でもできることである。
（4） 教員の特別支援教育に対する意識と学校風土

について
学校現場において特別支援学級担任を決め

る時なかなか決まらないということは少なくな
い。その背景には、近年では特別支援学級に暴
力行為等の生徒指導上の課題がある子どもが在
籍するケースが増えていることも一因であると
考えられる。さらに、特別支援学級担任に対す
る意識や学校の風土もあると思われる。筆者の
経験からも、特別支援学級の担任より通常学級
の担任を希望する教員が格段に多いことは実感
している。H 中学校でなぜ特別支援学級の担任
を希望しないのか数名の教員に尋ねたことが
あった。体育祭や合唱コンクール等の学校行事
で「自分の学級」の担任として生徒と共に感動
を共有したいとか、経験がないためどのような
指導をしたらいいのかわからないことを理由と
していた。通常学級の担任をすることが常道で
特別支援学級の担任をすることはイレギュラー
なことという意識が多くの教員の中にあるので
はないだろうか。さらに筆者が教育行政で人事
に関わった際、校長の中には通常学級の担任を
任せられないから特別支援学級の担任をさせる
という考えで担任を決定しているケースも散見
された。このようなことから、学校現場におい
て特別支援学級の担任と通常学級の担任との間
に目に見えない意識の壁とでも言うべきものが
あると考える。このことは筆者自身の 1 年間の
特別支援学級を担任した時にも感じたことであ
る。H 中学校で特別支援学級を担任した若い教
員から「学年集団との距離感」という表現で悩
みを吐露されたこともある。しかし、H中学校で
は、毎週特別支援学級担任の会議に校長が参加
したり、生徒指導主事が積極的に特別支援学級
の生徒に関わり全校に情報発信をしたりした。
そして、特別支援学級の担任が、他の教員の関
わり方が変わってきているのが嬉しいと話して
くれたことからも、特別支援学級担任の孤立感
は解消され、学校全体の特別支援学級に対する
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意識も高まっていったと感じている。校長とし
て、特別支援学級担任が孤立感を感じない、個々
の教員が特別支援教育に対する意識が高まるよ
うな風土づくりに努めることが重要である。
（5）特別支援教育の推進と人材育成

本稿冒頭で記載した先行研究のように、特別
支援学級の担任でなくても特別支援教育につい
ての専門性を向上させることは、通常学級での
実践や学校の特別支援教育推進に必ず役立つ。
校長は、改正法や報告の趣旨を踏まえ、自校の特
別支援教育の推進と共に、教員個々の特別支援
教育についての専門性の向上のために、各校の
実情に合わせた取組を進めなければならない。
特別支援学級担任を含めた特別支援教育の経験
をどう積み上げさせるか、特別支援教育に関す
る研修の機会をどう確保していくのか、面談等
一人一人の教員とのコミュニケーションを密に
して、人材育成の視点をもって長期的なビジョ
ンを示していくことが必要である。さらに、特
別支援学級担任がやりがいを実感し、他の教員
も含め学校全体の特別支援教育に対する意識が
高まるような風土づくりに努めることが重要で
ある。

グローバル化、情報化の進展等、社会が急速
に変化するとともに、先行きが不透明で予測困
難な時代が到来する中、学校現場でも課題が複
雑化、多様化している。そのことによって教員
の多忙化は今や社会問題となり、様々な視点か
ら学校改善の取組が行われている。

そのような学校現場において、校長として、

特別支援教育や教員個々の専門性の向上につい
て学校経営の中でどのように位置づけ実践して
いくは、今後さらに探求されなければならない。
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